
1 
 

日頃、人口動態調査に対し、国民の皆様からよくいただくお問い合わせにつ

きまして、Ｑ＆Ａ形式でまとめました。 

 

【調査の概要に関するもの】 

 

Ｑ．人口動態調査の調査対象を教えてください。 

 

Ａ．人口動態調査は、市区町村に届出等がされた出生・死亡・婚姻・離婚・死産の全

数を調査対象としています。 

 

 

Ｑ．外国人も集計の対象としていますか。 

 

Ａ．年報（確定数）で、日本における外国人として集計・公表しています。また、外国に

おける日本人についても同様に年報（確定数）にて集計・公表しています。 

 

 

Ｑ．集計結果はどのように公表しているのですか？ 

 

Ａ．人口動態調査では、次の５種類の集計結果について公表しています。 

   ○年間推計 

     「速報」と「月報（概数）」の傾向により、その年の１年間の値を推計したもので

す。推計対象は「日本における日本人」になります。 

   ○速報 

     市区町村に届出等がされた出生・死亡・婚姻・離婚・死産の全数を集計したも

のです。 

   ○月報（概数）、月報年計（概数） 

     「速報」公表後、詳細に内容を審査し、「日本における日本人」を対象に集計し

たものが「月報（概数）」です。これを１～１２月まで積算した結果が「月報年計

（概数）」です。 

   ○年報（確定数） 

     「月報年計（概数）」に都道府県等からの訂正報告等を反映したものです。別

掲で「日本における外国人」、「外国における日本人」を集計しています。 
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Ｑ．集計客体の「日本における日本人」とはどういう意味でしょうか。 

 

Ａ．「日本において発生した日本人の事象（出生・死産・死亡・婚姻・離婚）」を意味しま      

す。 

また、「日本における」と、「日本人」の用語の定義は次のとおりです。 

   

事象 「日本における」 「日本人」 

出生 生まれた場所が日本 両親または両親の一方が日本国籍のも

の（ただし、嫡出でない子の場合は、母が

日本国籍のもの） 
死産 分娩の場所が日本 

死亡 死亡の場所が日本 死亡した者が日本国籍のもの 

婚姻 夫の住所が日本 
夫妻または夫妻の一方が 

日本国籍のもの 離婚 
別居する前の住所 

が日本 

 

 

Ｑ．人口動態調査の１年分の集計期間はいつからいつまでですか。 

 

Ａ．各年の１月～１２月の結果を集計しています。年度での集計はしていません。 

 

 

  

【調査の結果に関するもの】 

 

Ｑ．人口千対の率とはどういう意味でしょうか。  

 

Ａ．１０００人の人口集団の中での発生比率のことをいいます。たとえば死亡率（人口

千対）では、人口１０００人あたりで、どのくらいの方が死亡したかを表しています。

百分率ではないため、１００を超える場合もあります。  

 

                           年間の件数 

出生率・死亡率・婚姻率・離婚率 ＝                 × １，０００ 

                              人口 
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Ｑ．合計特殊出生率とはどういう率でしょうか。  

 

Ａ．１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮

にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当し

ます。WHO の定義をもとに算出しており、国際比較にも用いられています。 

 

                 母の年齢別出生数 

   合計特殊出生率 ＝                １５歳から４９歳までの合計 

                  年齢別女性人口  

 

 

Ｑ．死因はどのようにして決定しているのですか。  

 

Ａ．医師が作成した死亡診断書または死体検案書に記入された死因について、ＷＨ

Ｏより示された原死因選択手順（ルール）に従って、決定しています。 

 

 

Ｑ．死因の分類はどのようにして決めているのですか。 

 

Ａ．ＷＨＯが、疾病、傷害及び死因の統計を国際比較するために勧告した統計分類で

ある「ＩＣＤ（疾病及び関連保健問題の国際統計分類：International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems）」に基づき、分類を行って

います。  

 

 

Ｑ．都道府県別など、地域別の統計表は、何を基準に分類しているのですか。 

 

Ａ．各事象によって異なります。次の調査票項目を基準に分類しています。 

 

事象 分類の基準となる調査票項目 

出生 「子の住所」 

死亡 「死亡した人の住所」 

婚姻 「夫の住所」 

 離婚 「別居する前の住所」 

死産 「死産があったときの母の住所」 
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※ なお、人口動態統計速報の都道府県別についてのみ、上記基準ではなく、各届

書が届け出られた「届出地」によって分類しています。 

 

 

Ｑ．調査結果を論文等で引用したいのですが、手続きは必要ですか。  

 

Ａ．公表されている調査結果であれば、特段の手続きは不要ですので、広くご活用く

ださい。ただし、調査結果の引用の際には、出典として、厚生労働省「人口動態統

計」と御記入くださるようお願いします。 

 

 

Ｑ． 人口動態統計の自殺者数と、警察庁の自殺者数で、数値が違うのはなぜです

か。 

 

Ａ．「人口動態統計」と警察庁の「自殺統計」では、次の点が異なるため、集計結果が

違っています。 

  １ 調査対象の差異 

     厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象とし、警察庁の

自殺統計は、総人口（日本における外国人も含む。）を対象としている。 

  ２ 調査時点の差異 

     厚生労働省の人口動態統計は、住所地を基に死亡時点で計上し、警察庁の

自殺統計は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上してい

る。 

  ３ 事務手続き上（訂正報告）の差異 

     厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明

のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の

旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していない。 

     警察庁の自殺統計は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統

計原票を作成し、計上している。 

 

（内閣府「自殺対策白書」（平成２３年版）より抜粋） 

 

 


